
 

 

 

 

 

 

 

 

 近年ＮＰＯや社会的企業が多彩な分野で活躍しています。それに伴い事業に必要な資金

を金融機関から借り入れる事例が増加しています。 

 一方、福祉や環境等社会に役立つ事業に投資し社会を変えたいと考える動きもあります。 

ＮＰＯバンクは、投資家と社会的企業を結び付け、志のあるお金を社会に循環させることを目

指しています。 

 当研究会は、福島県内の NPO 活動団体（ボランティア団体、市民活動団体、NPO 法人等）

の活動を支える存在として「ふくしまＮＰＯバンク」の開業を目指しNPO法人はもとより県民の皆

さんに広く呼びかけ、NPO バンクの概要や事例などを勉強する中で、興味を持ち、意識を育て、

学ぶ機会を提供したいと考えています。 

つきましては、第 3 回研究会として、明治大学経営学部准教授 小関隆志先生を迎え、 

講演会を開催します。関心のある方は、ぜひご参加ください。 

また、「ふくしまＮＰＯバンク設立研究会」の活動に興味のある人は研究会に入会してください。次回

研究会のご案内を差し上げます。 

 

    （１）日時 2008 年 8 月 9 日（土） 10 時 00 分から 12 時 

    （２）場所 富久山総合学習センター 

 （富久山公民館：旧サンライフ郡山） 

           〒963-8061 富久山町福原字泉崎 181 番地の 1 

TEL：925-1500 FAX：925-1500  

    （３）主催 ふくしま NPO バンク設立研究会 

共催 ＮＰＯ法人 うつくしま NPO ネットワーク 

    （４）演題 NPO バンクの設立に向けての課題と運営のポイント 

    （５）講師 小関 隆志 氏（明治大学経営学部准教授） 

    （６）費用 無料 

    （７）申込 別紙の講演会申込書（兼研究会入会申込書）に必要な事項を記載し 

          て、7月 25 日（金）までに申し込んでください。 

（８）問合せ うつくしま NPO ネットワーク事務局（担当：事務局長 舟木 仁） 

郡山市清水台 2-1-17 電話：0246（923）1119 

           電子メール：office@npo-center.jp 



第 3回講演会申込書（兼研究会入会申込書） 

ファックス：024（991）7241 
お名前  所属  

住所 □自宅 □所属事務所 

電話  ファックス  

E-mail  

 

どちらかに、レを入れてください。 

□ 研究会に入会します。 

□ 今回は、講演会のみの、申込です。 

 

ふくしま NPO バンク設立研究会会則 

 

第 1 条（名称） 

この会の名称を、ふくしま NPO バンク設立

研究会（IFNB）とする。 

第 2 条（目的） 

福島県内の NPO 団体（ボランティア団体、

市民活動団体、NPO 法人など）の活動を支え

る NPO バンクのあり方、運営方法及び設立の

方法について調査・研究し、ふくしま型 NPO バ

ンクについて提言することを目的とする。 

第 3 条（事業内容） 

当会は、所期の目的を達成するために次の

事業を行う。 

 （１）NPO バンクに関する調査・研究 

 （２）ふくしま型 NPO バンクに関する提言と設

立準備 

 （３）（１）（２）に関連する諸機関との情報と意

見の交換、講演会・勉強会の開催 

 （４）上記に関する活動 

第 4 条（会員と組織） 

１，当会の会員は、うつくしま NPO ネットワーク

の会員、福島県内の NPO 法人、関係する行

政機関、金融機関、経済団体、有識者とす

る。 

 

 

 

２，NPO バンクに関心のある個人も会員にな

ることができる。 

３，当会に、会長、副会長、研究員、事務局を

置き、この４者で運営委員会を組織する。 

４，当会に、NPO バンク設立の実務を行うため

に設立準備委員会を置く。設立準備委員会に

は、NPO バンクに関する有識者を招くことがで

きる。 

５，当会の事務局を、うつくしまNPOネットワー

クに置く。 

第 5 条（会費・経費） 

 会費は、徴収しない。運営の経費は、うつく

しま NPO ネットワークの予算、及び寄付で賄

う。 

第 6 条（事業期間） 

 当会の事業は、毎年 4 月 1 日から始まり、翌

年の 3 月 31 日で終わる。ただし、平成 20 年度

は、平成 20 年 5 月 17 日から平成 21 年 3 月

31 日までとする。 

第 7 条（その他） 

 この会則に触れられていない事項について

は、運営委員会で協議して取り決める。 


